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事業評価結果 

 

総費用 105億円 総便益 365億円 基準年  

Ｂ／Ｃ ３．５ 
事業費： 100億円 

維持管理費： 5.2億円 

走行時間短縮便益： 356億円 

走行費用減少便益： 1.3億円 

交通事故減少便益： 7.4億円 

平成２０年 

交通量変動 B/C=3.1 （交通量  -10％） B/C=3.8 （交通量  +10％） 

事業費変動 B/C=3.8 （事業費  -10％） B/C=3.2 （事業費  +10％） 
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概要

常総
道路を補完し、茨城県の土浦・鹿島地域集積圏と小山・下館地域集積圏及び栃木県央・北部地域集積圏と

広域交流を促進する延長約100kmの地域高規格道路。 

宇都宮高根沢バイパスは、常総・宇都宮東部連絡道路の一部を構成する、延長6.6kmの４車線道路。 

の目的、必要性  

都宮高根沢バイパスは、 

・ 現国道408号及び周辺生活道路の混雑緩和。 

・ 現国道408号の交通死傷事故の低減。 

・ 第１次緊急輸送道路の代替機能確保。 

等を目的とする。 

事業費     １３０ 億円 計画交通量 29,700台／日

概要図  

 

する地方公共団体等の意見  

1.8真岡市、宇都宮市、の２市による常総・宇都宮東部連絡道路・鬼怒テクノ通り整備促進期成同盟会設立。

3高根沢町が加入し２市１町となる。 

採択の前提条件  

益が費用を上回っている。 

滑な事業執行の環境が整っている。 

事業期間変動 B/C=3.6 （事業期間  -1年） B/C=3.5 （事業期間  +1年） 

評価項目 評価 根拠 

交通集中による現道区間の混雑を緩和する（現道区間平均の平日混雑度：1.27） 

渋滞対策 ◎ 

【渋滞損失時間の改善】約102万人時間/年の改善（費用便益分析対象：H42将来推計） 

【1kmあたり（台kmあたり）渋滞損失時間】約19.02万人時間/年・km（現況） 

県平均：約1.6万人時間/年・km（約11.9倍）、全国平均：2.0万人時間/年・km（約9.5倍） 

【渋滞度曲線】・・県内センサス区間中15位（586区間中）：上位2割以内 

【その他の特徴】当該区間の国道408号は、幅員狭小（7m）及び線型不良（ 低R=40m）のため、交

通容量が少ないことから、工業団地群への通勤交通が生活道路に入り込んでいるため、混雑多発箇

所が４箇所存在し、日常的に混雑が発生している。 

バイパス整備により死傷事故率の高い現道から交通を転換させる 

事故対策 ◎ 
【死傷事故率】約114.4件/億台キロ（現況） （死傷事故率比（県内平均比）1.5） 

栃木県平均：約76件億台キロ（約1.5倍）、全国平均：約100件億台キロ（約1.1倍） 

【その他の特徴】 

事故に伴う全面通行止めが過去10年で11回（延べ26時間、 長9時間39分）発生。 
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注目すべき影響はない。 

住民生活 ○
集落内の通過交通がバイパス側へ移り、生活道路との分離が図られる。 

 

地域経済 ○
当該区間（野高谷交差点～国道4号）の旅行時間が24分短縮され、地域連携強化が図られる。

北関東自動車道真岡IC～東北縦貫自動車道矢板IC間の55分が20分（36%）短縮され、広域ネッ

トワークにおいて、高速性、定時制が確保される。 

災 害 ○
第１次緊急輸送道路である現道の国道408号代替路線を形成し、緊急輸送路の強化が図られ

る。 

環 境 ○ CO2排出削減量2,913（t-CO2/年）、NOX排出削減量136（t-NOX/年） 
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採択の理由 
事業主体である栃木県が実施した評価結果に基づけば、費用便益が3.5と便益が費用を上回っており、事業採択

の前提条件が確認でき、また、当該事業の実施により、交通集中による現道区間の混雑の緩和が図られ、バイパ

ス整備により死傷事故率の高い現道からの交通転換も図られる。また、緊急輸送道路の代替路線を形成し機能強

化が図られる。以上より、本事業を採択した。 

 

台の原農園前

ホンダ入口北

野高谷

鷺ノ谷

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。


